
仕 様 書 

 

１ 業 務 名 

  衛生研究所サーバ・クライアントパソコン等の運用支援業務 

 

２ 担当部署 

  札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課 

 

３ 履行期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

４ 対応時間 

土日祝日及び年末年始（12月 29日から 1月３日まで）、受託者の休業日（年末年始や

夏季休業等、事前に報告するもの）を除く、午前８時 45分から午後５時 15分までとす

る。 

 

５ 業務概要 

 ⑴ サーバ定期点検 

ア サーバの定期点検を行う期間は、令和６年４月１日から令和７年２月 28 日まで

とする。 

イ 毎月 1回以上、予防保全を目的とした定期点検を行う。 

ウ Windows 更新プログラム適用状況の確認。 

エ イベントビューア等での稼動状況の確認。 

オ ウイルス対策等集中管理ソフトウェアの稼動状況の確認。 

カ アクセス権等の設定変更及び調整。 

キ データバックアップを定期的に行い状況の確認及び調整。 

ク 定期点検作業報告書の提出。 

⑵ サーバ、クライアントパソコン臨時保守 

ア サーバの臨時保守を行う期間は、令和６年４月１日から令和７年２月 28 日まで

とし、クライアントパソコンの臨時保守を行う期間は、令和６年４月１日から令和

７年３月 31日までとする。 

イ 衛生研究所からの依頼により出張サポートを行う。 

ウ 出張サポートの作業は、午前中に連絡を受けた場合は同日の午後、午後に連絡を

受けた場合は翌日の午前中までに対応する。 

エ 次の場合に機器の修復及び必要な設定を行う。 

(ｱ) サーバ、クライアントパソコン、関連機器に障害が発生したとき。 

(ｲ) その他必要と認めるとき。 

(ｳ) 復旧作業 

① サーバ、クライアントパソコンへの影響を最小限にする措置を取ること。 

なお、ハードディスク（ＨＤＤ）故障の場合は、データの補償を求めるもの



ではない。 

② サーバの場合、データの復旧は最善の方法で行い、ＨＤＤのデータを復旧で

きない場合には、直近のバックアップデータを使用する。 

③ 必要に応じて、OS、MS-Office 等アプリケーションの再インストールを実施

し、イントラネットが利用できるようにする。 

④ パソコン等の復旧に伴う必要な部品代は、この契約には含まない。 

⑤ 作業状況の報告として障害対応報告書を提出すること。 

   (ｴ) クライアントパソコン等からプリンター本体までの接続及びプリンター設定

を衛生研究所から依頼されたとき。 

 

６ 対象機器 

 ⑴ サーバ  １台 

 ⑵ クライアントパソコン  41 台 

 ⑶ プリンター等周辺機器 

 ⑷ その他周辺機器 

 

７ 報告 

受託者は、月の業務完了後、完了届及び５⑴クに定める定期点検作業報告書を委託者

に提出し、委託者の検査を受けなければならない。 

 

８ 委託料の支払い 

 ⑴ 委託料の支払い 

   委託料は月払いとする。 

 ⑵ 請求 

   受託者は７に定める検査合格後、速やかに委託者に委託料を請求するものとする。 

 

９ 受託者の遵守事項 

⑴ 契約締結後、業務責任者等を選任し届出書を提出すること。 

 ⑵ 本業務の遂行に当たり知りえたすべての情報は、履行期間及び履行後において第三

者に漏らしてはならない。データの取扱についても同様とする。また、秘密保持及び

データの取扱について、従業員その他関係者への徹底を行うこと。 

 ⑶ 点検時に事故が発生した場合は、すみやかに衛生研究所に報告すること。 

⑷ 委託者は、受託者に契約違反が判明した場合は、契約の解除をすることができる。

また、受託者は、損害の賠償をしなければならない。 

⑸ 受託者は、業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。 

 

10 その他 

  本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の軽減に努め 

るものとする。 

 



 

 

 

 

業務責任者等届 
 

令和  年  月  日 

 

 

札幌市長 様 

 

（住所） 

受託者 

（氏名）                  

 

 

 

業  務  名 

衛生研究所サーバ・クライアントパソコン等の運用支援業務 

上記業務に係る業務責任者等を、次のとおり定めたので届け出ます。 

区   分 氏   名 備   考 

業務責任者   

業務副責任者   

   

 

 


